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リニア中央新幹線中間駅を天理市に設置することを求める意見書 

 

 リニア中央新幹線は、全国新幹線鉄道整備法に基づく昭和 48 年の

「建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画」並びに平成

23 年５月 26 日国土交通大臣により決定された「中央新幹線の整備計

画」により、東京都と大阪市を起・終点に「甲府市附近」「赤石山脈（南

アルプス）中南部」「名古屋市附近」「奈良市附近」を主な経過地とし

て計画された「中央新幹線」を超電導磁気浮上式鉄道として整備する

ものである。 

 同事業は世界でも有数の人口集積地域・経済活動の中心地域である

三大都市圏を貫く新計画であり、これまでの在来新幹線・高速道路を

中心とする国土軸に新機軸をもたらすものであると同時に、沿線のみ

ならず日本全体に活力をもたらす極めて重要な国家的プロジェクトと

いえる。 

 したがって、そのルート、及び新駅の設置場所等については、路線

の開業予定を 2045 年と見込んでいることを踏まえ、将来の我が国の経

済・社会情勢を見据えた検討が求められており、「奈良市附近」とされ

ている中間駅の設置場所についても、事業者、奈良県はもちろんのこ

と地域基礎自治体、地域住民、また関係者等の意見を広範に聴取した

上で、地勢学上の検討を踏まえた総合的な判断が必要であると考える。 

 本市議会としては、下記の理由により「奈良市附近」に設置予定の

リニア中央新幹線中間駅を、「天理市内」に設置することについて、国、

奈良県、及び事業者に強く要望するものである。  

 

記 

 

 平成 24 年 10 月 22 日に開催された三重・奈良両県並びに両県経済団

体連合協議会の共同アピールでは、奈良市附近新駅の想定地域は、紀

伊半島全域の人口・経済域において平等であることが望ましいと決議

されている。人口比等を勘案すれば、地勢学的・交通学的に紀伊半島

の中心に近く、交通結節性の高い天理市櫟本地区に設置することが望

ましい。天理市櫟本地区周辺は、名阪国道・京奈和道のインターチェ

ンジにも近く、北は京都府、南は和歌山県、西は大阪府、東は三重県

から自動車専用道路により直接乗り入れも可能であり、また、ＪＲ桜

井線と大和路線をつなぐことにより、ＪＲ櫟本駅を中心として奈良県

北部に環状機能をもたせることができ、広範囲に渡るアクセス拠点と

して、奈良県全域の発展に寄与することができる。また奈良市、生駒

市、大和郡山市に比べ慢性的な交通渋滞のない地域であり、天理市の



みならず奈良市南部に至る広大な土地の開発も可能である。ＪＲ側と

しても土地の立地状況から見て地上駅にすることができ、これにより

建設コストの削減と駅の早期建設に計り知れない利点をもたらすと考

える。 

 平成 24 年 11 月 27 日に奈良県が公表した生駒市・大和郡山市を除く

県内 37 市町村首長アンケートによれば、新駅は「京奈和、西名阪両自

動車道に近く、県南部に近いことが望ましい。」とされており、これら

の条件に天理市櫟本地区は合致するものと考える。 

 

 

  以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 

 

 平成 25 年３月 22 日 

 

天 理 市 議 会 


